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市長提出議案審査

空
家
等
対
策
協
議
会
設
置
条
例
の
制
定 

／

公
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

　
な
ど

　

空
家
等
対
策
協
議
会
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　

条
例
の
制
定

　
　
　
　

　

こ
れ
ま
で
の
協
議
会
は
、
相
馬
市
空
家
等
対
策
協
議
会
設

置
要
綱
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
後
、

空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
対
策
を
実
施
す
る

上
で
、
特
定
空
家
等
の
認
定
が
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
要
綱
を
根
拠
と
し
て
設
置
さ
れ

た
従
来
の
協
議
会
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
地
方
自

治
法
に
基
づ
く
附
属
機
関
と
し
て
の
協
議
会
に
移
行
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
条
例
制
定
に
関
す
る
議
案
を
提
出

す
る
も
の
。

公
の
施
設
の

　

指
定
管
理
者
の
指
定

　

左
記
施
設
の
指
定
管
理
を
令
和
８
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で
指
定
す
る
も
の
。

☆
【
議
案
第
80
号
】
中
央
児
童
セ
ン
タ
ー
及
び

　
　
　
中
央
児
童
セ
ン
タ
ー
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　
（
指
定
管
理
者
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人　

　
　
　
　
　
　

ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー
ト
館
ア
ト
リ
エ

☆
【
議
案
第
81
号
】
川
原
町
児
童
セ
ン
タ
ー
及
び

　
　
川
原
町
児
童
セ
ン
タ
ー
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　
（
指
定
管
理
者
）
社
会
福
祉
法
人　

報
徳
会

☆
【
議
案
第
82
号
】
東
部
子
ど
も
公
民
館
及
び

　
　
　
　
中
村
第
二
小
学
校
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　
（
指
定
管
理
者
）
社
会
福
祉
法
人　

報
徳
会

☆
【
議
案
第
83
号
】
西
部
子
ど
も
公
民
館
及
び

　
　
　
西
部
子
ど
も
公
民
館
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

　
（
指
定
管
理
者
）
社
会
福
祉
法
人　

報
徳
会

個
人
番
号
の
利
用
及
び

　

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に　

　

 

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
伴

い
、
住
登
外
者
（
※
）
宛
名
番
号
（
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
）
機
能
を
使
用
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
個
人
番
号
の
独
自
利
用
を
行
う
事
務
と
し
て
、

条
例
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
条
例
を
改
正

す
る
も
の
。

※
住
登
外
者
と
は
、
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
な
い
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
上
、
記
録
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
個
人
や
法
人
の
こ
と
。

第 76号

第 80号～
　　第 83号

第 78 号

１２月定例会の概要　令和７年第５回 12 月定例会は、11

月 25 日から 12 月 11 日までの 17 日

間の会期で行われ、市長提案議案 26

件を議決しました。

　ここでは、主な議案の内容と委員会

審査を含めた審議の経過などについ

て、お知らせします。

26

議員

協
議
会
の
開
催
頻
度
に
つ
い
て
市
の
考
え
を

問
う
。

市
　
　
　
　

令
和
７
年
に
３
回
開
催
し
、
年
度
内
に
も
う

　
　
　
　

１
回
開
催
予
定
で
あ
る
。
令
和
８
年
度
に
つ

　
　
　
　

い
て
は
、
２
回
開
く
予
定
で
あ
る
。

議員

空
家
等
対
策
協
議
会
委
員
の
当
面
の
予
定
人

数
に
つ
い
て
問
う
。

市
　
　
　
　

第
３
回
協
議
会
に
お
い
て
、
４
名
の
女
性
を

　
　
　
　

追
加
し
、
合
計
15
名
の
委
員
を
予
定
し
て
い

　
　
　
　

る
。 計　

　

  

件
を
議
決

議員
　
　
　
　
当
該
事
務
を
条
例
に
追
加
し
な
い
場
合
の

　
　
　
　
影
響
に
つ
い
て
問
う
。
　
　

市
　
　
　
　

個
人
番
号
を
使
用
し
た
事
務
が
行
え
ず
、

　
　
　
　

各
種
給
付
費
の
支
給
等
に
係
る
手
続
き
が

　
　
　
　

煩
雑
に
な
る
。
当
該
事
務
を
条
例
に
追
加

　
　
　
　

す
る
こ
と
で
、
事
務
の
簡
素
化
が
図
ら
れ

　
　
　
　

る
。

徹
底

討

論

議
案
第
89
号
～
議
案
第
91
号

　
及
び
議
案
第
94
号
に
つ
い
て

議案第 89 ～ 91 号及び

議案第 94 号に反対
　市民は物価高騰や米の価格高止まりによる
生活苦、中小商工業者や介護・医療などの
エッセンシャルワーカーも厳しい状況に直面
している。このような中、議員や特別職が期
末手当などの引き上げを受け入れるべきでは
ないと考える。むしろ引き上げを辞退し、政
策を進めて地域経済を活性化させ、市民が安
定した暮らしを営める環境を優先的に整える
べきである。地方再生に全力を尽くす姿勢を
示して市民と協力し、この困難に取り組むべ
きと考え、これら 4議案に反対する。 中島孝議員

〇
議
案
の
件
名
・
賛
否
結
果
一
覧
な
ど
に
つ
い
て
は
、

　
21
ペ
ー
ジ
上
段
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。


